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年 平成 30 年 平成 31 年
納付月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

① 普通徴収 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 第 8 期

②
公的年金
特別徴収
(天引き)

第 1 回
（仮徴収）

第 2 回
（仮徴収）

第 3 回
（仮徴収）

第 4 回
（本徴収）

第 5 回
（本徴収）

第 6 回
（本徴収）

①普通徴収：世帯主に通知
②公的年金特別徴収：原則、国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主に通知

対象
・普通徴収(納付書または口座振替による納付)の人
・公的年金からの特別徴収(天引き)の人
国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主
が職場の健康保険等に加入していても、同一世帯に
国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主に納税通
知書が届きます(擬

ぎ

制
せい

世帯主)

■納付漏れにご注意ください
　被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯は、原
則として特別徴収での納付ですが、世帯主が平成
30年度中(平成30年4月1日～平成31年3月31日)に
75歳に到達する場合は、後期高齢者医療制度に移
行しますので、普通徴収での納付になります。

 平成30年度国民健康保険税納税通知書を送付します ～納期限内の納付にご協力ください～

納付書の発送予定日　7月12日(木)
納付月　

国保年金課からのご案内

　医療費が高額になる場合は、あらかじめ「限度額
適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定
証」の交付を市に申請し、医療機関に認定証を提示
することで、窓口での負担は下表の自己負担限度額
(月額)までとなります。
交付要件
・国民健康保険税に滞納がないこと
・住民税未申告世帯でないこと

申請手続き
現在交付されている認定証の有効期限は、7月31日
(火)までで自動更新ではありません。8月以降も認
定証を使う場合は、再度申請してください
持参物
・認定証が必要な人の保険証
・世帯主の認め印
・窓口に来る人の本人確認ができるもの

 70歳未満国保加入者の「国民健康保険限度額適用認定証」～高額な医療費の窓口負担を軽減します～

 70歳～74歳の人に8月からの保険証を送付します

区分 所得要件(基礎控除後の所得) 3回目まで 4回目以降※
ア  901万円超  25万2,600円＋(医療費-84万2,000円)×1％  14万100円
イ  600万円超901万円以下  16万7,400円＋(医療費-55万8,000円)×1％  9万3,000円
ウ  210万円超600万円以下  8万100円＋(医療費-26万7,000円)×1％  4万4,400円
エ  210万円以下  5万7,600円  4万4,400円
オ  住民税非課税世帯  3万5,400円  2万4,600円

自己負担限度額(月額)

※過去12カ月間に1つの世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、「4回目以降の自己負担限度額」 が
適用されます。

　7月中旬に、新しい被保険者証兼高齢受給者証(保険証)を簡易書留郵便で送付します。
※制度改正により、毎年８月１日を基準に、１年ごとに保険証が更新となります。

 後期高齢者医療制度の保険証を送付します
　7月中旬に、高齢者の人などが対象の後期高齢者医療被保険者証(保険証：薄い茶色)を簡易書留郵便で送
付します。毎年８月１日を基準に、保険証が更新となります。
※後期高齢者医療保険料納入通知書は、7月中旬に発送予定です。

 【申込・問】 国保年金課、 市民総合窓口課、 市民総合窓口室
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7月の納税など
納期限および口座振替日は7月31日(火)
固定資産税・都市計画税	 第2期
国民健康保険税	 第1期
介護保険料	 第1期
後期高齢者医療保険料	 第1期
保育料	 7月分
児童クラブ保護者負担金	 ６・７月分
公共下水道事業受益者負担金	 第1期

お詫びと訂正

　広報古河6月号33ページ「古
河市出前講座」の問い合わせ先
に誤りがありました。下記の通り
訂正しお詫びいたします。
［誤］ 高齢福祉課℡92-5834

↓
［正］ 高齢福祉課℡92-5838


